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(目的) 

第 1 条 この条例は、差別撤廃と人権尊重に関し、市及び市民の果たすべき責務を明らかにするとと

もに、その施策の基本となるべき事項を定めることにより、その取り組みを推進し、もって部落差

別をはじめ、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が真に尊重される住みよい社会をめざ

すことを目的とする。 

(市の責務) 

第 2 条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進し、人権意識

の高揚に努めるものとする。 

(1) 人権教育の推進 

(2) 啓発活動の推進 

(3) 事業実施に必要な調査及び研究 

(4) その他目的達成に必要な事業 

(市民の責務) 

第 3 条 市民は、日本国憲法の理念に沿い相互に基本的人権を尊重し、市が行うあらゆる差別をなく

すための施策に協力するとともに、自らも人を思いやる人権意識の向上に努めるものとする。 

(推進体制の充実) 

第 4 条 市は、施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実

に努めるものとする。 

(審議会の設置) 

第 5 条 市長の諮問に応じ、第 2 条に掲げる事項を調査及び審議するため、諏訪市人権尊重推進審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会の委員は、10 名以内をもって組織する。 

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市議会議員 

(2) 識見を有する者 

(3) 関係団体等の代表者 

(4) その他市長が必要と認める者 

4 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委任) 

第 6 条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

(諏訪市同和対策審議会条例の廃止) 

2 諏訪市同和対策審議会条例(昭和 49 年諏訪市条例第 54 号)は、廃止する。 

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)

http://www.city.suwa.nagano.jp/reiki/reiki_honbun/e7070316001.html#j2#j2


の一部を次のように改正する。 

(次のよう略) 

 


